[bookmark: _Hlk184634744]全国ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ研究大会in京都　申込フォーム作成等に係る業務委託仕様書

１　件名 　
「全国ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ研究大会in京都」申込フォーム作成等に係る業務（以下「本業務」という。）
２　履行期間
 契約締結日から令和９年１月２９日（金）まで
３　事業概要
[bookmark: _Hlk230192963]コミュニティ・スクールの導入が全国的に進む一方、制度や取組の形骸化、担い手不足、地域の変化への対応など、質的な向上に向けた課題が顕在化している。そこで、全国各地の先進事例とともに、山積する課題解決のためにコミュニティ・スクールの質的向上に向けた方策を参加者と共に考え、子どもの成長を支える学校を核とした活力ある地域づくりに向けてコミュニティ・スクールが担うべき役割や可能性など、次なるステージを展望する。

	区分
	内容（案）

	日時
	令和８年１１月１４日（土）１０時００分～１６時００分

	会場
	国立京都国際会館　京都府京都市左京区岩倉大鷺町４２２

	主催
	全国コミュニティ・スクール連絡協議会、文部科学省、京都市教育委員会

	対象者
	全国コミュニティ・スクール連絡協議会員、学校運営協議会委員、学校管理職・教職員、行政職員、地域学校協働活動推進員、地域コーディネーター、学校評議員、学校支援ボランティア、ＰＴＡ等（約１，０００名）

	内容
	午前の部（Main hall）
9:30　　　　　　開場
10:15～10:35　　開会行事
10:35～10:50  　行政説明
10:55～12:20　　パネルディスカッション

	
	午後の部（以下、参照）
13:30～15:30　　分科会１、分科会２、分科会３、分科会４
（RoomD、RoomE、RoomB1、RoomC1のいずれか）
15:40～16:00　　閉会行事
（Main hall）



４　委託業務の内容
（1） 全体会及び分科会の参加希望者の事前受付（オンライン配信の申込を含む）
・スマートフォン及びパソコン双方に対応した申込フォームを作成し、URL・二次元コードにて提出すること。
・申込受付（全体会及び分科会１～４のそれぞれについて先着順※にて、別途指定する定員に達し次第、自動的に受付を停止し、締め切ること）すること
　※申込受付日時を基準として先着順を管理すること。
・発注者が指示する内容のメールの配信（受付、リマインド、緊急、資料配布等）をすること。
・参加希望者からの問合せ対応を行うこと。なお、対応方法は、メールでの対応を基本とし、対応内容及び対応方法は、発注者と協議の上、決定すること。後日、対応記録を共有すること。
・申込結果をエクセル形式のデータにて提出すること。
・当日受付用名簿を作成・提出（全体会・分科会別）すること。
[bookmark: _Hlk230193006]（２）経費報告書作成業務
・業務終了後、速やかに実施報告書（経費支出状況が分かる資料及びその根拠書類）を作成・提出すること。
・実施報告書の作成にあたっては、発注者と協議すること。
・実施報告書の提出後、不備がある場合は、修正や追加書類の提出等、適切に対応すること。
（３）その他業務
・発注者と協議のうえ、申込受付開始日、締切日、メール送信日等を含む業務スケジ
ュールを作成し、進捗管理を行うこと。
・委託業務の遂行に必要な進捗管理、連絡調整、人員確保を行うこと。

[bookmark: _Hlk230193077]５　業務実施体制
・本業務を確実に履行できる体制を設けること。
・本業務の進捗を管理する責任者を明確にしておくこと。

[bookmark: _Hlk230193153]６ 再委託の禁止
受注者は、この契約に係る義務の履行を第三者に委託し、この契約に係る権利を譲渡し、又はこの契約に係る義務を第三者に継承させてはならない。ただし、業務の一部ついて、あらかじめ文書により本市が認めた場合はこの限りではない。

７ その他留意事項
[bookmark: _Hlk230193218]・発注者との連絡を密にして業務に当たること。
・本業務に際し、この仕様書に基づくほか、京都市契約事務規則並びに関係法令、条例等を遵守するとともに、京都市の意図及び目的を十分に理解した上、適正な人員を配置し、正確に行うこと。
・個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例を遵守すること。本業務で取得した個人情報について、本業務以外の目的に使用してはならない。取得した個人情報は適切なアクセス制限、暗号化その他必要な安全管理措置を講じて管理し、業務完了後、本市の指示に従い速やかに消去又は返却すること。また、漏えい、滅失、毀損その他事故が発生し、又はそのおそれがある場合は、直ちに本市へ報告し、必要な措置を講じること。
・本業務により、新たに得られた成果物の全ての著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む）は、発注者に帰属する。
・業務の遂行に当たり、受注者の責により第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責を負うものとする。
・本仕様書に定めがない事項やその他調整を要する事項については、発注者と協議し、その指示に従うこと。
